
 
 

編編集集注注  

 

本書の使用に際して 

１．本書は、日本建築センターが行った既存建築物の法適合状況調査の経験を基にした調査方法

等の解説であり、必ずしもこれによらなければならないというものではない。 

 

２．本書は、主に鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の調査方法について解

説している。木造に関して具体的な調査項目などは収録していないものの、法令の解説、調査

の流れ、手順などは参考にできると考えられる。 

 

３．法令の条番号を示す場合には、略語表記としている。本書において使用している略語は、次

のとおり。 

建築基準法     ⇒ 法 

建築基準法施行令  ⇒ 令 

建築基準法施行規則 ⇒ 規則 

 建築基準関係規定  ⇒ 関係規定 

 平成〇年〇月〇日建設省告示第〇号    ⇒ H〇建告第〇号 

 平成〇年〇月〇日国土交通省告示第〇号 ⇒ H〇国交告第〇号 

 

４．法文の条番号については、原則「第」を付して表記しているが、図表においては簡素化のた

め、記載を省略している箇所がある。 

 

５．法令の号番号は、原則、法令の記載のとおり漢数字表記としているが、図表については簡素

化のため、アラビア数字表記としている箇所がある。 

 

６．本書に記載している法令改正の時期は、法令の公布日ではなく、原則改正後の法令の効力が

発動する施行日を示している。 

 

７．本書の記事は、令和 6年 4月１日時点で施行される法令に基づく。 

 

８．第１版第２刷では、令和 6年 12 月 6 日に国土交通省より公表された「既存建築物の現況調

査ガイドライン（第１版）」の内容に基づく加筆・修正を行った。 
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